
＜法人の共済事務担当者向け＞

代行者への手続き依頼

動画マニュアル



はじめに

＜代行者への手続き依頼とは？＞

➢ この手続きは、法人の共済事務担当者のみが行える手続きです。

➢ 代行者への依頼手続きを行うことによって、機構への届出が必要な
共済事務を施設の担当者や法人の別の担当者に依頼することが
できます。

➢ 代行依頼された担当者は、法人の共済事務担当者が行う手順と
同様の手順で依頼された手続きを実施することができます。
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はじめに

＜代行依頼が可能な手続き＞

代行依頼が可能な手続きは次の５つです。

➢ 被共済職員加入届の提出手続き

➢ 従業状況の更新手続き

➢ 配置換え登録手続き

➢ 本俸月額の更新手続き

➢ 被共済職員退職届の提出手続き
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はじめに

Step１
登録方法を選択する

（自身で登録するor代行依頼をする）

Step２
代行者へ手続きを依頼する

⚫代行依頼を行う流れ

＜代行依頼をする方法＞

➢ 新規依頼をする

➢ 参照依頼をする

➢ 再依頼（督促）をする

・ 各施設の担当者等に新規に代行依頼をすることができます。

・ 過去の依頼した内容を参照して、内容を更新したうえで、
新規に代行を依頼をすることができます。

・ 依頼済みの内容について再依頼（督促）を
することができます。

パターン 1
新規依頼をする

パターン 2
参照依頼をする

パターン 3
再依頼（督促）をする

代行依頼を行う方法は次の3つです。
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Step１. 登録方法を選択する
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登録方法を選択する

登録方法として代行依頼を選択する

手続きを施設の担当者等に依頼する場合は、「①代行依頼をする」を選択します。

選択が完了しましたら、「②次へ」ボタンをクリックします。

最初に、代行依頼が可能な手続きについては、手続きに進む前に「登録方法選択」画面
が表示されます。

①

②

5



Step２. 代行者へ手続きを依頼する
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パターン１. 新規依頼をする
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代行者へ手続きを依頼する（新しい代行者に対して依頼をする）

代行者を新たに登録する

画面の右上にある「代行者の一覧・新規登録」ボタンをクリックします。

「代行依頼をする」を選択し、「次へ」ボタンをクリックすると、 「代行者への処理依頼」画面が

表示されます。
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代行者へ手続きを依頼する（新しい代行者に対して依頼をする）

「代行者の管理」画面が表示されるので、画面右上にある「代行者の新規登録」ボタンをク

リックします。
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代行者へ手続きを依頼する（新しい代行者に対して依頼をする）

①新たな代行者の情報を入力し、「②登録」ボタンをクリックします。

「代行者の新規登録」ボタンをクリックすると、「代行者 新規登録」画面が表示されます。

①

②
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代行者へ手続きを依頼する（新しい代行者に対して依頼をする）

前の画面で登録した代行者が表示されていることを確認して、「戻る」ボタンをクリックします。

新しい代行者情報の登録が完了すると、登録した代行者宛に、ログインID等が記載されたメー
ルがシステムから自動で送付されます。
パスワードは、同じメールに記載されている「パスワード変更申請画面」へのリンクをクリックし、表
示された画面の案内に沿って任意に設定いただくこととなります。
代行者はメールに記載されているIDと、自身で任意に設定したパスワードを用いてログインをし、
手続きを行うこととなります。
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代行者へ手続きを依頼する（新しい代行者に対して依頼をする）

依頼内容を入力する

「新規依頼」ボタンをクリックします。

改めて「代行者への処理依頼」画面が表示されます。

これまでの手順により登録した代行者に手続きの代行を依頼します。
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代行者へ手続きを依頼する（新しい代行者に対して依頼をする）

①登録した代行者の指定と依頼内容を

入力し、「②代行者に新規依頼」ボタンを

クリックします。

次に「代行者への新規依頼」画面が

表示されます。 ①

②
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パターン２. 参照依頼をする
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代行者へ手続きを依頼する（参照依頼をする）

依頼内容を確認する

これまで施設の担当者等に依頼を

行ったことがある場合は、過去の依頼

内容を参照して依頼をすることが可能

です。

参照依頼を行う場合は、「代行者へ

の処理依頼」画面で参照する過去の

依頼欄にある「参照依頼」ボタンをク

リックします。
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代行者へ手続きを依頼する（参照依頼をする）

依頼内容を確認し、必要な箇所を

修正して「代行者に依頼」ボタンを

クリックして完了です。

次に「代行者への参照依頼」画面が

表示されます。
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パターン３. 再依頼（督促）をする
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代行者へ手続きを依頼する（再依頼をする）

依頼内容を確認する

再依頼（督促）を行う場合は

「代行者への処理依頼」画面で

未対応の依頼欄にある「再依頼」ボタン

をクリックします。

依頼した内容が未対応である場合、

再依頼（督促）を行うことが可能です。
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代行者へ手続きを依頼する（再依頼をする）

依頼内容を確認し、「代行者に再依

頼」ボタンをクリックして完了です。

「代行者への再依頼」画面が表示され

ます。
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代行者への手続き依頼動画マニュアルは以上となります
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